
問合せ 環境課環境推進係　☎内線４８３ハクビシンハクビシン・アライグマ・アライグマのの被害被害についについてて

▶ 区内の住宅の天井裏等にハクビシン等が住み着いている
▶ ハクビシン等のふん尿等による被害がある
　※専門業者が現地を確認後、箱わなを設置します

※単なる目撃や果樹食害の場合は対象になりません
※ 捕獲以外の追い出しやクリーニング等は対象となりません
※ わなの見回り、餌の交換、餌代等は住宅等の所有者負担です

　区内でハクビシンやアライグマの情報が寄せられていま
す。次の被害でお困りの方は、お問い合わせください。  ハクビシン（成獣の場合）

全　長 約90～110cm 
体　重 約３～４kg

額から鼻まで白い帯模様がある
 夜行性で、木登りや電線・ロー
プ等を渡るのが得意
雑食性で果物等を好む

全 

身

足 

跡顔

新型コロナウイルス感染症の予防のため、掲載している講座・催し等の期日や内容が変更等する場合があります

11月１日㈫～30日㈬

　保護者が働いている等の理由で、放課後に適切な保護を受けられない区内在住の小学生を対象に、遊びと生活の場を提供します。

学童クラブ名 所在地 電話番号
◎二瑞小 南千住５-８-１第二瑞光小学校内 （３８０５）４４３１
　南千住第一・第二＊ 南千住６-35-３南千住保育園内 （３８０６）４２５８
　南千住六丁目 南千住６-68-７ （３８０１）７０５０
　汐入＊ 南千住８-２-２汐入ふれあい館内 （３８０３）２０５７
◎汐入小＊ 南千住８-２-３汐入小学校内 （３８９１）００６１
◎汐入東小 南千住８-14-１都立汐入公園内 （３８０５）２５２３
◎三峡小 荒川１-43-１第三峡田小学校内 （３８０１）６０８２
◎二峡小 荒川２-30-１第二峡田小学校内 （３８９１）９７８０
　峡田＊ 荒川３-３-10峡田ふれあい館内 （３８０７）２９００
　花の木＊ 荒川５-50-５花の木ひろば館内 （３８１９）２１８１
◎九峡小 荒川６-８-１第九峡田小学校内 （３８１９）７９３１
◎四峡小 町屋２-11-６第四峡田小学校内 （３８９５）６８８５
◎五峡小 町屋３-17-24第五峡田小学校内 （３８９５）４３１５
◎大門小＊ 町屋４-27-８大門小学校内 （３８９５）４３１６

学童クラブ名 所在地 電話番号
◎七峡小＊ 町屋８-19-12第七峡田小学校内 （３８９５）４７９６
◎赤土小 東尾久２-43-９赤土小学校内 （３８１９）３３４９
◎尾久小 東尾久５-６-10尾久小学校内 （３８９３）６１１０
　熊野前 東尾久５-９-３熊野前ひろば館内 （３８１９）１１３１
◎尾久西小＊ 西尾久５-27-12尾久西小学校内 （３８９３）０１０９
　西尾久 西尾久８-33-31西尾久ふれあい館内 （３８１０）７８１３
　東日暮里＊ 東日暮里１-17-13東日暮里ふれあい館内 （３８０５）２１２２
◎三日小 東日暮里３-10-17第三日暮里小学校内 （３８０５）６１２５
　二日小 東日暮里６-19-12 （３８９１）５９７１
　ひぐらし 東日暮里６-28-15ひぐらしふれあい館内 （３８０１）１０１５
◎ひぐらし小 西日暮里２-32-25ひぐらし小学校内 ０８０（４３７４）１４５３
◎六日小＊ 西日暮里６-35-16第六日暮里小学校内 （３８９３）３８２０
◎…放課後子ども総合プランを実施（にこにこすくーると一体型の運営）
＊…小学４～６年生も申し込み可

▶各学童クラブ（上表）　▶児童青少年課児童事業係　☎内線３８３４問合せ

下表の各学童クラブ・区役所２階児童青少年課で配布する申請書等（荒川
区ホームページからもダウンロード可）に必要事項を記入し、第一希望の
学童クラブへ

11月１日㈫～30日㈬

令和５年４月１日～６年３月31日
※㈰・㈷等を除く利 用 期 間

4000円
※おやつ代・延長保育料を除く
※減額・免除の制度があります

保育料（月額）

申 込 方 法

申請書配布・申込期間

令和５年度令和５年度の利用申し込み利用申し込みを受け付けます受け付けます学童クラブ

建物等の点検・修理に関するトラブルや、電子メールを利用したフィッシング詐欺に関する相談が増えています。ご注意ください。

消 お費 知生 ら活 せセ ン タ ー からのからの

［受付日］㈪～㈮　※㈷等は除く　［時間］午前８時30分～午後４時30分　［受付専用電話］☎（５６０４）７０５５
［場所・問合せ］消費生活センター（区役所６階）☎内線４７７　※㈯・㈰・㈷等は、消費者ホットライン☎１８８をご利用ください

消費生活センターを
ご 利 用 くだ さ い

建物や排水の点検修理のトラブル
■ 集合住宅での事例
　訪ねてきた事業者に、「無料で洗面台の排水管を点検する」と言われたので調べてもらっ
た。点検後、「水漏れの恐れがあるのですぐに交換したほうが良い」と迫られ、床等の関連
工事も含めて契約してしまった。

■ 戸建て住宅での事例
　「近所で工事をしているので、今なら無料で外壁のひびを点検する」と事業者が訪ねてき
た。点検後、「今のままでは危ないのですぐに工事をする必要がある」と修理の契約を迫ら
れた。高額だったため断ったが、「加入している火災保険を申請するので、その保険金で修
理できる」と説得され契約してしまった。

■ 対応策
　悪質な事業者は、「無料で点検する」「近所で工事をしている」等、親切や偶然を装って訪
ねてくる場合があります。突然の訪問・点検は、しっかりと断りましょう。また、点検・修
理が必要な場合は、複数社から見積もりを取り、比較しましょう（集合住宅の場合は、管理
会社等と相談してください）。なお、契約してしまっても、クーリング・オフ等で解約でき
る場合があります。不安なときは、消費生活センターに相談してください。

フィッシング詐欺

　実在する事業者名から届いたメールでも偽物
の可能性があります。記載された連絡先に電話
をかけたり、リンク先のホームページを開いた
りするときは注意しましょう。事実確認をする
場合は、事業者の公式ホームページから問い合
わせましょう。

■ 対応策

　宅配業者から電子
メールが届いたの
で、リンク先のホー
ムページを開き、個
人情報を入力した。
後日、身に覚えのな
い代金を請求され
た。

■ 事例

配達に伺いましたが、
ご不在のためお預か
りしています。
ご確認ください。
https://abc.jvni/
eah1532uiaefi1
36lpoafke.xyz//
.com

●●運送
〇月〇日 (月 )12：30
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新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。
電話・荒川区ホームページで、広報課広報係☎（３８０２）４９５７

　〒116-8501
　荒川区荒川２-２-３
　☎（３８０２）３１１１
　FAX（３８０２）６２６２

発行　荒川区

（ （毎月１日・11日・21日

６万2000部発行
※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

@arakawakukoho荒川区T
ツ イ ッ タ ー

witter
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/

荒川区メールマガジンの登録は荒川区ホームページから（携帯電話は t-arakawa@sg-p.jpに空メールを送信）
荒川区L

ラ イ ン

INE公式アカウント @arakawaku

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

荒川区F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebook https://www.facebook.com/city.arakawa


